
感染予防に取り組む施設
への⽀援制度の創設

高齢者施設等に対し更なる感
染対策を講じるための補助事
業を新設 【補助率︓9/10 】

（１事業所につき20万円上限）

高齢者施設における感染対策の徹底

鳥取県版感染拡大予防ガイドラインの徹底
現地指導を踏まえてガイドラインを徹底 ・3密を避けた食事 ・フェイスシールド 等

このうち特に気を付けるべき10項目を鳥取スタンダードとして周知
・食事提供時はフェイスシールドを使用 ・アルコールによる清拭消毒 など

感染管理認定看護師による緊急指導
感染管理認定看護師等による現地指導、オンライン方式の研修会で全施設に感染予防を徹底

体調不良者が発生した
場合の通報制度を新設

体調不良等緊急
通報制度の創設

体調不良等の通報があった事業所や
地域で急速な感染拡⼤の懸念がある場合

⇒必要性を判断した上で⾏政検査
検体が多ければプール方式も

緊急⾏政検査

施設職員等の健康管理の
ための自主的検査を支援

【補助率:1/2】

施設職員等検査助成
制度の創設

⇒ 専門家チームの現地点検調査、県･市町村の合同チーム派遣感染者が
⼀例でも発⽣

●米子ワークホーム（障がい者施設）２月10日 ●いきいきケアホーム境港（有料⽼⼈ホーム）2月中旬 ほか

高齢者施設感染発⽣即応チームの創設

＜参考＞実施中の緊急プロジェクト


